
【議 題 ３】

資料３

既存加入者に対する資格確認書の一括発行について

協会けんぽ福島支部公式キャラクター



１．目的

令和６年12月２日より健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証を利用登録したマイナン

バーカード（以下、「マイナ保険証」という。）で医療機関等を受診していただくことを基本とする仕組みへ

移行しました。

従前の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長１年間は健康保険証

を提示することで、医療機関等で保険診療を受けることができます。

しかしながら、令和７年12月２日以降は健康保険証が使用できなくなることから、マイナ保険証による

資格確認を受けられない状況にある加入者に対しては、医療保険者等から資格確認書を本人の申請に

よらず、令和７年12月１日までに交付する必要があります。

（令和６年10月29日保険課事務連絡）

以上のことから、令和６年11月30日までに加入した方のうち、マイナ保険証による資格確認を受けら

れない状況にある方に対して、令和７年12月1日までに資格確認書を送付します。
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令和７年12月２日以降、使用不可
（経過措置期間終了）

保険証が発行されていた方で

マイナ保険証による資格確認を
受けられない状況にある加入者

経過措置終了前までに
職権発行



送付対象者
令和６年11月30日までに加入された方のうち、令和７年４月30日時点でマイナ保険証による資格確認を
受けられない状況にある方（約1.2千万人） ※法3-2被保険者を除きます。

送 付 時 期
令和7年7月～令和7年10月（予定） ※最新の状況については令和７年６月以降にホームページに掲載します。

福島支部加入者分は令和７年10月に送付を予定しています。

送 付 方 法

世帯単位で被保険者住所に特定記録郵便にて送付

※資格確認書の送付用封筒１通につき、
資格確認書4枚を同封。
送付対象者が5名以上の場合は、複数に分かれます。

※不着となった場合、事業所様宛に再送付します。（👉後述）

２．実施概要
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【参考】送付物（イメージ）

長３封筒に次の４点を封入
①資格確認書
②説明チラシ
③（喪失者分返送用）返信用封筒
④個人情報保護シール

資格確認書送付の対象者及び時期等については以下のとおりです。

説明チラシ



■事業所に対して、送付対象者を事前にお知らせするため、一覧表を送付します。

送 付 対 象 送付対象者がいる全事業所へ送付します。

送 付 時 期
令和7年7月

福島支部加入事業所分は令和７年７月31日差出を予定しています。

送 付 物

・送付文書
・送付対象者一覧

※送付対象者のデータ抽出後に資格を喪失した方については、引抜きを行うこととしているため、
送付予定対象者一覧表に記載されている方であっても資格確認書が送付されない場合があります。

送 付 方 法 普通郵便にて送付

■被保険者住所地へ送付し、未着となった資格確認書は事業所へ送付します。

被保険者
住所

事業所

協会けんぽ
直接送付

👦
👩被保険者住所地へ送付し、未着となった場合、再送

説明チラシ

【参考】送付物（イメージ） 角２封筒に次の３点を封入
①長３封筒（資格確認書 封入封緘）
②送付分
③（喪失者分返送用）返信用封筒

被保険者様に配付できるよう窓あき部分から見える

送付書に 「記号」、「番号」、「被保険者氏名」を記載。
（被扶養者様分のみの場合も、被保険者様に配付して
いただくため、被保険者氏名のみを記載します。 3



３．発送スケジュール
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令和７年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

資格確認書の
一括発行

▼5/17
データ抽出

対象者
一覧発送

資格確認書 個人宛に発送
７～10月（予定）

未着後、事業所発送
１か月ごと

資格確認書の交付年月日／有効期限について

発送スケジュールに関係なく、一括発行
する資格確認書の交付年月日は、
令和７年５月17日となります。

資格確認書の有効期限は、
令和11年11月30日までとなります。
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（参考）事業所送付用リーフレット
７月下旬発送予定

（参考）資格確認書同封チラシ


